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１　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景
と
経
緯

（
１
）
条
例
制
定
の
背
景

大
阪
は
、
東
京
一
極
集
中
が
進
む
中
、
経
済
活
動

の
全
国
シ
ェ
ア
の
低
下
が
続
き
、
法
人
税
収
や
府
民

所
得
が
伸
び
悩
む
な
ど
長
期
低
落
傾
向
に
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
広
域
的
な
権
限
を

持
つ
大
阪
府
と
大
阪
市
が
連
携
不
十
分
な
ま
ま
、
市

域
、
市
域
外
の
区
域
分
断
的
な
視
点
に
よ
り
、
府
市

そ
れ
ぞ
れ
で
成
長
戦
略
を
策
定
し
、
拠
点
開
発
、
類

似
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
こ
の

結
果
、
大
阪
全
体
と
し
て
最
適
と
な
っ
て
い
な
い
状

態
、
い
わ
ゆ
る
「
二
重
行
政
」
が
発
生
す
る
な
ど
、

大
阪
の
強
み
を
十
分
活
か
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
課
題
に

対
応
し
き
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
２
０
１
１
年
に

大
阪
府
市
統
合
本
部
を
、
さ
ら
に
２
０
１
６
年
に
は

大
阪
の
成
長
、
東
西
二
極
の
一
極
を
目
指
す
「
副
首

都
・
大
阪
」（

注
）の

確
立
に
向
け
、
府
市
間
の
懸
案
等
を

議
論
す
る
場
と
な
る
副
首
都
推
進
本
部
会
議
（
要
綱

設
置
）
を
設
置
し
、
二
重
行
政
の
解
消
を
進
め
、
大

阪
の
成
長
、
都
市
機
能
の
核
と
な
る
府
市
連
携
に
取

り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
併
せ
て
、
大
阪
の
課
題
の
解

消
と
広
域
行
政
の
一
元
化
を
制
度
的
に
実
現
す
る
た

め
、
特
別
区
制
度
（
い
わ
ゆ
る
「
大
阪
都
構
想
」）
の

検
討
を
進
め
て
き
ま
し
た
が
、２
０
２
０
（
令
和
２
）

年
11
月
の
住
民
投
票
の
結
果
、
賛
成
67
万
５
８
２
９

票
（
49
・
４
％
）、反
対
69
万
２
９
９
６
票
（
50
・
６
％
）

の
反
対
多
数
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
結
果
を
受
け
、
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現
在
の
府
市
の
枠
組
み
の
中
で
、引
き
続
き
「
副
首
都
・

大
阪
」
の
確
立
へ
向
け
、
過
去
の
二
重
行
政
に
戻
す

こ
と
な
く
、
府
市
一
体
で
大
阪
の
成
長
、
ま
ち
づ
く

り
を
強
力
に
推
し
進
め
て
い
く
に
は
ど
う
す
る
べ
き

か
検
討
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

（
２
）
条
例
案
の
検
討

住
民
投
票
後
ほ
ど
な
く
し
て
、
知
事
・
市
長
か
ら
、

「
知
事
・
市
長
が
変
わ
っ
て
も
、
現
在
の
府
市
連
携

の
状
況
（
バ
ー
チ
ャ
ル
都
構
想
）
を
後
退
さ
せ
な
い

よ
う
、
広
域
行
政
の
一
元
化
を
図
り
、
大
阪
の
成
長

を
担
え
る
体
制
、
ル
ー
ル
を
作
り
た
い
」
と
の
意
向

が
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
府
市
が
共
同

で
設
置
し
た
内
部
組
織
で
あ
る
副
首
都
推
進
局
に
お

大阪府
大阪市

大
阪
府
・
大
阪
市
副
首
都
推
進
局
広
域
行
政
調
整
担
当

大
阪
府
及
び
大
阪
市
に
お
け
る
一
体
的
な 

　
行
政
運
営
の
推
進
に
関
す
る
条
例

大
阪
市
及
び
大
阪
府
に
お
け
る
一
体
的
な 

　
行
政
運
営
の
推
進
に
関
す
る
条
例
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と
す
る
議
案
の
訂
正
が
知
事
・
市
長
に
よ
り
行
わ
れ

ま
し
た
。

条
例
案
は
、
府
市
対
等
の
立
場
で
本
条
例
の
運
用

を
行
う
こ
と
、
都
市
計
画
決
定
権
限
の
市
か
ら
府
へ

の
委
託
に
当
た
っ
て
は
市
の
意
見
が
十
分
に
反
映
さ

れ
る
仕
組
み
を
入
れ
る
こ
と
等
の
附
帯
決
議
を
付
し

て
、
府
市
両
議
会
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
賛
成
多
数
で

可
決
（
大
阪
府
議
会
：
同
年
３
月
24
日
、
大
阪
市
会
：

同
年
３
月
26
日
）、
同
年
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
ま

し
た
。

２　

条
例
の
概
要
と
効
果

（
１
）
条
例
の
基
本
理
念

府
市
の
一
体
的
な
行
政
運
営
の
推
進
を
通
じ
て
、

二
重
行
政
の
解
消
と
大
阪
の
成
長
・
発
展
を
図
り
、

東
西
二
極
の
一
極
と
し
て
日
本
の
成
長
を
け
ん
引
す

る
「
副
首
都
・
大
阪
」
を
確
立
す
る
こ
と
、
ま
た
、

大
阪
の
成
長
・
発
展
に
よ
り
得
ら
れ
た
果
実
を
住
民

に
還
元
す
る
こ
と
で
、
豊
か
で
利
便
性
の
高
い
都
市

生
活
（
住
民
生
活
）
を
実
現
し
、
そ
の
こ
と
が
、
大

阪
の
更
な
る
成
長
を
支
え
る
と
い
う
成
長
の
好
循
環

を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
て
い
ま

す
。

（
２
）
条
例
で
定
め
る
主
な
事
項

府
市
一
体
の
行
政
運
営
を
具
体
的
に
進
め
る
仕
組

み
と
し
て
、
次
の
２
点
が
条
例
に
位
置
付
け
ら
れ
ま

い
て
、
こ
れ
ま
で
の
府
市
の
取
組
を
継
承
し
、
大
阪

の
成
長
に
資
す
る
広
域
的
な
事
務
を
一
体
的
に
推
進

で
き
る
よ
う
に
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
条
例
案
の
検

討
を
開
始
し
ま
し
た
。

大
阪
は
、
大
阪
市
域
を
中
心
に
都
市
圏
が
ほ
ぼ
府

域
全
体
に
広
が
っ
て
お
り
、
大
阪
市
域
の
成
長
戦
略

や
ま
ち
づ
く
り
は
、
大
阪
だ
け
で
な
く
、
関
西
の
成

長
・
発
展
を
け
ん
引
す
る
核
と
な
る
べ
き
も
の
で
す
。

し
か
し
、
過
去
に
お
い
て
は
、
府
市
そ
れ
ぞ
れ
が

独
自
に
成
長
戦
略
を
策
定
し
、
ま
ち
づ
く
り
も
別
々

に
推
進
し
て
い
ま
し
た
。成
長
戦
略
の
相
違
に
加
え
、

都
市
計
画
の
分
野
で
は
、
拠
点
開
発
や
高
速
道
路
・

鉄
道
整
備
な
ど
の
都
市
交
通
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど

で
、府
市
の
連
携
が
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
後
、
市
を
中
心
と
す
る
府
域
全
体
を
更
に
成
長
さ

せ
る
た
め
に
は
、「
市
域
・
市
域
外
」
と
い
う
発
想

で
都
市
経
営
を
行
う
の
で
は
な
く
、
府
域
全
体
を
視

野
に
、
限
り
あ
る
資
源
を
効
果
的
に
投
下
し
、
府
市

一
体
的
な
都
市
経
営
を
行
う
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま

す
。
現
在
は
、
知
事
・
市
長
の
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
に
よ
り
、
事
実
上
、
府
市
一
体
で
実
施
し
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
大
阪
の
成
長
・
発
展
の
基
本
的
な
方

針
等
を
協
議
す
る
ト
ッ
プ
会
議
と
し
て
、
副
首
都
推

進
本
部
（
大
阪
府
市
）
会
議
を
条
例
で
設
置
す
る
と

と
も
に
、
機
関
の
共
同
設
置
や
事
務
委
託
な
ど
か
ら

最
適
な
仕
組
み
を
選
択
し
、
府
市
一
体
的
な
取
組
に

つ
い
て
、条
例
で
規
定
す
る
こ
と
を
検
討
し
ま
し
た
。

（
３
）
条
例
制
定
ま
で
の
経
過

副
首
都
推
進
本
部
会
議
（
要
綱
設
置
）
に
お
け
る

二
度
の
協
議
を
経
て
、
条
例
案
の
骨
子
を
ま
と
め
た

の
ち
、
同
骨
子
に
つ
い
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実

施
し
た
上
で
、
府
市
の
条
例
案
を
固
め
、
２
０
２
１

（
令
和
３
）
年
２
月
25
日
に
大
阪
府
議
会
、
同
年
３

月
４
日
に
大
阪
市
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

議
会
に
お
け
る
審
議
で
は
、「
地
方
自
治
で
認
め

ら
れ
た
制
度
の
創
意
工
夫
に
よ
り
、
地
方
分
権
の
発

想
に
た
ち
、
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
で
、
府
民
・
市

民
の
豊
か
な
生
活
を
も
た
ら
す
こ
と
を
期
待
」、「
指

定
都
市
都
道
府
県
調
整
会
議
の
活
用
や
、
全
国
で
も

例
の
な
い
広
域
的
な
都
市
計
画
決
定
に
関
す
る
事
務

委
託
な
ど
、
地
域
の
こ
と
は
地
域
で
決
め
る
と
い
う

大
阪
ら
し
い
取
組
」
と
い
っ
た
前
向
き
な
意
見
の
一

方
で
、「
副
首
都
推
進
本
部
（
大
阪
府
市
）
会
議
で
は
、

知
事
が
本
部
長
、
市
長
が
副
本
部
長
と
の
位
置
付
け

が
あ
る
中
、対
等
な
関
係
で
協
議
が
進
む
の
か
」、「
副

首
都
推
進
本
部
（
大
阪
府
市
）
会
議
に
お
け
る
協
議

の
合
意
事
項
が
、
議
決
案
件
で
な
い
場
合
に
は
、
議

会
が
そ
の
政
策
形
成
過
程
を
把
握
で
き
な
い
」
な
ど

の
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
議
論
を
踏
ま

え
、
①
会
議
に
お
い
て
府
市
が
議
論
を
尽
く
し
合
意

に
努
め
る
な
ど
、
一
体
的
な
行
政
運
営
の
推
進
に
当

た
り
「
府
市
が
対
等
の
立
場
に
お
い
て
」
行
う
、
②

会
議
の
合
意
事
項
及
び
進
捗
状
況
に
つ
い
て
議
会
へ

の
報
告
を
義
務
付
け
る
、
等
の
規
定
の
追
加
を
内
容

先進・ユニーク条例
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し
た
。

①
副
首
都
推
進
本
部
（
大
阪
府
市
）
会
議
に
よ
る
協

議こ
れ
ま
で
要
綱
で
運
営
さ
れ
て
き
た
副
首
都
推
進

本
部
会
議
は
、
大
阪
府
、
大
阪
市
の
条
例
制
定
に
よ

り
、
大
阪
の
成
長
・
発
展
の
基
本
的
な
方
針
等
を
協

議
す
る
ト
ッ
プ
会
議
と
し
て
、
府
市
両
議
会
の
承
認

を
得
た
条
例
会
議
に
位
置
付
け
を
改
め
ら
れ
ま
し

た
。
会
議
は
、
地
方
自
治
法
上
の
指
定
都
市
都
道
府

県
調
整
会
議
と
し
て
開
催
し
、
知
事
を
本
部
長
、
市

長
を
副
本
部
長
と
し
ま
す
が
、
府
市
は
対
等
な
立
場

に
あ
り
、
構
成
員
は
オ
ー
プ
ン
な
場
で
透
明
性
の
高

い
議
論
を
尽
く
し
て
合
意
に
努
め
る
も
の
と
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
府
市
の
合
意
事
項
に
つ
い
て
は
、
会

議
で
進
捗
状
況
の
管
理
を
行
い
ま
す
。

会
議
に
お
い
て
は
、
大
阪
の
成
長
及
び
発
展
に
関

す
る
方
向
性
な
ど
、
府
市
が
一
体
的
に
又
は
連
携
し

て
取
り
組
む
重
要
施
策
に
関
す
る
方
針
等
に
つ
い
て

議
論
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
も
の
と

し
て
、
大
阪
の
成
長
戦
略
、
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
・

大
阪
、
大
阪
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
戦
略
と
い
っ
た
も
の

を
想
定
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
府
市
が
一
体
的
に
又
は
連
携
し
て
取
り

組
む
重
要
施
策
に
関
す
る
方
針
等
の
ほ
か
、
こ
れ
ら

に
係
る
個
別
の
事
業
実
施
に
お
け
る
役
割
分
担
や
費

用
負
担
等
に
つ
い
て
も
協
議
事
項
と
し
て
お
り
、
府

市
で
幅
広
い
施
策
を
協
議
で
き
る
仕
組
み
と
し
て
い

ま
す
。

②
事
務
の
共
同
処
理
等

将
来
に
わ
た
っ
て
府
市
の
一
体
的
な
行
政
運
営
を

推
進
す
る
た
め
に
は
、
協
議
会
、
機
関
等
の
共
同
設

置
、
事
務
の
委
託
等
の
地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
事

務
の
共
同
処
理
の
仕
組
み
や
、
府
市
の
事
務
を
執
行

す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
等
の
新
設
や
合
併
な
ど
か

ら
最
適
な
手
法
を
選
択
し
、
一
体
的
に
事
務
の
実
施

を
行
う
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

と
り
わ
け
、
大
阪
市
が
大
阪
全
体
の
成
長
を
担
う

都
心
部
、
都
市
圏
の
核
で
あ
り
、
市
域
を
越
え
て
施

策
の
効
果
が
広
が
る
と
い
う
地
域
特
性
を
踏
ま
え
、

成
長
の
基
礎
と
な
る
戦
略
の
策
定
と
、
広
域
的
で
成

長
の
重
要
な
基
盤
と
な
る
都
市
計
画
権
限
に
限
り
、

府
へ
事
務
委
託
す
る
こ
と
を
条
例
に
明
記
し
て
い
ま

す
。
市
域
を
含
め
た
大
阪
全
体
の
成
長
に
対
し
て
府

が
責
任
を
負
う
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
こ
の

事
務
委
託
に
よ
っ
て
、府
市
の
一
体
性
が
確
保
さ
れ
、

大
阪
の
成
長
や
広
域
的
な
ま
ち
づ
く
り
が
一
層
加
速

し
、経
済
成
長
に
よ
る
豊
か
な
住
民
生
活
の
実
現
や
、

都
市
機
能
の
充
実
に
よ
る
利
便
性
の
向
上
を
促
進
さ

せ
て
い
き
ま
す
。

（
３
）
条
例
の
効
果

条
例
を
通
じ
て
、広
域
的
な
行
政
に
お
け
る
府（
知

事
）
の
権
限
と
責
任
を
明
確
化
し
、
①
広
域
性
の
確

保
、
②
一
体
性
の
確
保
、
③
ス
ピ
ー
ド
感
の
向
上
、

④
重
点
投
資
の
徹
底
と
い
う
四
つ
の
視
点
で
の
効
果

が
期
待
さ
れ
、
大
阪
の
成
長
・
発
展
を
更
に
加
速
さ

せ
、「
副
首
都
・
大
阪
」
の
実
現
を
図
り
ま
す
。

３　

条
例
運
用
の
取
組

条
例
の
施
行
後
、
府
市
は
直
ち
に
条
例
の
規
定
に

基
づ
く
事
務
の
委
託
に
係
る
検
討
、協
議
に
着
手
し
、

２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
４
月
８
日
に
開
催
し
た
第

１
回
副
首
都
推
進
本
部
（
大
阪
府
市
）
会
議
に
お
い

て
、
大
阪
の
成
長
戦
略
等
の
策
定
及
び
都
市
計
画
決

定
に
関
す
る
事
務
の
委
託
に
係
る
規
約
案
を
作
成
し

て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
合
意
し
ま
し
た
。
ま
た
、
こ

の
会
議
で
は
、
大
阪
の
成
長
及
び
発
展
を
支
え
る
大

都
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
、
広
域
的
な
視
点
か

ら
府
市
一
体
で
推
進
し
、
都
市
計
画
に
関
す
る
事
務

を
府
市
共
同
で
処
理
す
る
内
部
組
織
（
大
阪
都
市
計

将来にわたり、一体的に市域内の
都市機能の向上や都市の発展、
まちづくりなどに取り組むことができる

市域を越えて都市圏が広がる中、
大阪全体を視野に成長戦略や
まちづくりを進めることができる

大阪市域をまたぐ集客機能の強化や
交通網の整備等に、スピード感を
もって取り組むことができる

重点投資
の徹底

大阪の成長・発展の核となる、
市域内の産業集積や拠点の形成
への重点投資が可能となる

一体性
の確保

広域性
の確保

スピード感
の向上

副
首
都

大
阪

実
現

大
阪
の
成
長
・
発
展
を
更
に
加
速

図　条例（一元化）の効果
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画
局
）
の
設
置
や
、
大
阪
・
関
西
万
博
の
開
催
準
備

の
本
格
化
を
受
け
て
、
府
市
が
よ
り
一
体
的
に
取
り

組
ん
で
い
く
た
め
の
、
万
博
推
進
に
関
す
る
事
務
を

府
市
共
同
で
処
理
す
る
内
部
組
織
（
万
博
推
進
局
）

の
設
置
に
つ
い
て
、
市
長
か
ら
発
案
が
あ
り
、
こ
れ

ら
に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、

府
市
間
で
合
意
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
第
１
回
会
議
で
の
合
意
を
受
け
て
、
府

市
の
関
係
部
局
間
で
詳
細
の
検
討
を
進
め
、
同
年
４

月
27
日
に
開
催
さ
れ
た
第
２
回
副
首
都
推
進
本
部

（
大
阪
府
市
）
会
議
に
お
い
て
、
事
務
委
託
及
び
組

織
の
共
同
設
置
に
関
す
る
規
約
案
を
同
年
５
月
の
府

市
両
議
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
府
市
で
合
意

し
ま
し
た
。

５
月
の
府
市
両
議
会
に
お
い
て
、
事
務
委
託
及
び

組
織
の
共
同
設
置
に
関
す
る
規
約
案
が
全
て
原
案
ど

お
り
可
決
・
成
立
し
、
大
阪
の
成
長
戦
略
等
に
関
す

る
事
務
委
託
に
つ
い
て
は
同
年
６
月
９
日
に
施
行
さ

れ
ま
し
た
。
都
市
計
画
決
定
に
関
す
る
事
務
委
託
に

つ
い
て
は
、
住
民
、
事
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す

る
周
知
等
の
準
備
期
間
を
設
け
、
本
年
11
月
１
日
に

施
行
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
大
阪
都
市
計
画
局
に
つ
い

て
も
本
年
11
月
１
日
に
設
置
さ
れ
、
民
間
事
業
者
の

負
担
軽
減
・
利
便
性
の
向
上
の
た
め
の「
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
窓
口
」
が
大
阪
都
市
計
画
局
内
に
設
置
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
万
博
推
進
局
に
つ
い
て
は
、
地
元

パ
ビ
リ
オ
ン
の
設
置
等
の
事
業
の
進
捗
状
況
を
見
極

め
た
上
で
、
本
年
11
月
以
降
で
き
る
だ
け
早
く
設
置

で
き
る
よ
う
調
整
を
進
め
て
い
ま
す
。

４　

展
望

都
市
経
営
の
在
り
方
、
と
り
わ
け
大
都
市
制
度
に

つ
い
て
は
、
地
方
自
治
制
度
の
誕
生
以
降
、
様
々
な

仕
組
み
が
設
け
ら
れ
、
時
代
に
応
じ
て
検
討
が
加
え

ら
れ
る
と
と
も
に
、
各
地
域
で
そ
の
特
性
に
応
じ
た

ふ
さ
わ
し
い
仕
組
み
が
模
索
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
、
大
阪
府
で
は
国
か
ら
の
権
限
移
譲
や

出
先
機
関
の
移
管
な
ど
、
国
と
地
方
と
の
関
係
の
見

直
し
を
求
め
、
府
県
レ
ベ
ル
で
は
全
国
初
と
な
る
関

西
広
域
連
合
へ
の
参
画
、
さ
ら
に
は
条
例
に
基
づ
い

た
府
内
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
な
ど
、
地
方
分
権
改

革
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

そ
う
い
っ
た
流
れ
も
汲
み
な
が
ら
、
今
回
の
住
民

投
票
の
結
果
を
受
け
て
、
大
阪
市
が
存
続
す
る
前
提

と
、
既
存
の
地
方
自
治
の
枠
組
み
の
中
で
、
道
府
県

と
政
令
指
定
都
市
の
新
た
な
連
携
手
法
の
検
討
を
重

ね
、
府
市
一
体
条
例
の
制
定
に
至
り
ま
し
た
。

過
去
に
「
府
市
合
わ
せ
（
不
幸
せ
）」
と
揶
揄
さ

れ
た
時
代
が
あ
り
、
持
て
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
十
分

に
活
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
経
済
が
低
迷
し
て
い
た

と
い
う
強
い
危
機
感
が
背
景
に
あ
り
ま
す
。

大
阪
の
地
域
特
性
に
応
じ
た
他
に
例
を
見
な
い
新

た
な
取
組
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
大
阪
の
成

長
・
発
展
の
た
め
に
、
今
後
と
も
府
市
が
真
摯
に
議

論
し
、
住
民
理
解
を
深
め
つ
つ
実
効
性
の
あ
る
施
策

を
着
実
に
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、「
副
首
都
・
大
阪
」

の
確
立
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
大
阪
の
取
組

が
、
全
国
の
自
治
体
に
お
け
る
地
方
分
権
改
革
の
一

助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

注　
「
副
首
都
・
大
阪
」
…
東
京
と
は
異
な
る
個
性
・
新

た
な
価
値
観
を
も
っ
て
、
世
界
で
存
在
感
を
発
揮
す

る
「
東
西
二
極
の
一
極
」
と
し
て
、
平
時
に
も
非
常

時
に
も
日
本
の
未
来
を
支
え
、
け
ん
引
す
る
成
長
エ

ン
ジ
ン
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
目
指
す
。

先進・ユニーク条例


